
様式 １ 公表されるべき事項

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（法人番号8040005001619）
の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

量子科学技術研究開発機構は、量子科学技術を一体的、総合的に推進するため、平成28年4月、放射線医学総合研
究所（以下「放医研」という。）の名称を変更し、日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）の一部を移管統合
することにより発足した国立研究開発法人である。

当機構は、量子科学技術に関する研究開発や放射線の人体への影響、被ばく医療及び放射線の医学的利用に関する
研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を
図ることを使命としている。その中で理事長は、法人全体の業務を総括する一方で、産学官との連携を進めるなど高いマ
ネジメント能力やリーダーシップに加え、研究分野に対する高度な専門性が求められる。

役員の報酬水準を検討するに当たっては、国家公務員及び企業規模が同等である民間企業並びに文部科学省が所管
する国立研究開発法人を参考とした。

① 事務次官年間給与額・・・23,853千円
② 企業規模が同等である民間企業（1,000人以上3,000人未満）の役員の年間報酬額・・・36,138千円
③ 文部科学省が所管する国立研究開発法人・・・各法人の令和6年度の公表資料によれば、当機構の役員の 年間報

酬額は各法人の役員の年間報酬額と同等である。

当機構では、期末特別手当において、期末特別手当基礎額の算定基礎に俸給及び地域手当の月額並びに俸給に100
分の25を乗じて得た額並びに、俸給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、文部科学大臣が行う
業績評価の結果を勘案し、その者の職務実績に応じ▲20％から＋20％の範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額
としている。

常勤役員報酬は、「役員報酬規程」に則り、俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特
別手当から構成されている。

期末特別手当については、「役員報酬規程」に則り、期末特別手当基礎額（（俸給及び地域手当の
月額）＋（俸給×25/100）＋（俸給及び地域手当の月額×20/100）の合計額に、その者の職務実績に
応じ▲20％から＋20％の範囲内の割合を乗じて得た額）に6月に支給する場合においては175/100、
12月に支給する場合においては175/100を乗じ、更に基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者
の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和7年度における給与改定については、国家公務員（指定職）の給与改定状況に鑑み、期
末特別手当の引上げ（年間0.025月分）を実施した。

同上

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

非常勤役員報酬は、非常勤役員手当及び通勤手当から構成されている。 非常勤役員手当の月額
は役員俸給表を上限に、その者の占める職、経歴及び勤務形態等により、理事長が決定する。

同上
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

21,334 13,243 6,194 1,897 (地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

17,222 10,467 4,895
1,499

361
（地域手当）
（通勤手当） 3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

17,426 10,477 5,003
1,711

235
（地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

6,383 3,316 2,447
497
123

（地域手当）
（通勤手当） 7月31日 ※

千円 千円 千円 千円

9,562 6,896 1,399
1,002

265
（地域手当）
（通勤手当） 8月1日

千円 千円 千円 千円

10,016 6,731 2,013
973
299

（地域手当）
（通勤手当） 7月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

4,520 2,148 2,028 344 (地域手当） 6月30日 ◇

千円 千円 千円 千円

5,303 5,224 0 79 （通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

A監事

C監事
（非常勤）

B監事

D理事

前職

C理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事

B理事
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の法人、民間企業との比較などを考慮
すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

当機構は、量子科学技術に関する研究開発や放射線の人体への影響、被ばく医療並びに放射線
の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係
る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを使命としている。

そうした組織の中で、理事長は、法人全体の業務を総括する一方で、産学官との連携を進めるな
ど、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、研究分野に対する高度な専門性が求められる。

理事長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額(23,853千円）や企業規模が同等である民間企業
の役員の年間報酬額（36,138千円）と比較して、それ以下となっており、また、文部科学省が所管する
国立研究開発法人の長の年間報酬額と比較して同等となっている。

理事長の報酬水準は、国家公務員指定職俸給表に準拠して決定したものであり、独立行政法人通
則法において、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績等
を考慮して報酬等の支給の基準を定めることとされており、理事長の職務内容・責任の度合いと報酬
水準を総合的に勘案すると妥当であると考えられる。

理事は、それぞれの担当業務に関して、理事長を補佐して機構の業務を掌理する役員として置かれ
ている。

理事の年間報酬額は、企業規模が同等である民間企業の役員の年間報酬額（36,138千円）と比較
して、それ以下となっており、また、文部科学省が所管する国立研究開発法人の理事の年間報酬額と
比較して同等となっている。

理事の報酬水準は、国家公務員指定職俸給表に準拠して決定したものであり、独立行政法人通則
法において、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績等を
考慮して報酬等の支給の基準を定めることとされており、理事の職務内容・責任の度合いと報酬水準
を総合的に勘案すると妥当であると考えられる。

監事は、機構の業務を監査する役員として置かれている。
監事の年間報酬額は、企業規模が同等である民間企業の役員の年間報酬額（36,138千円）と比較

して、それ以下となっており、また、文部科学省が所管する国立研究開発法人の監事の年間報酬額と
比較して同等となっている。

監事の報酬水準は、国家公務員指定職俸給表に準拠して決定したものであり、独立行政法人通則
法において、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績等を
考慮して報酬等の支給の基準を定めることとされており、監事の職務内容・責任の度合いと報酬水準
を総合的に勘案すると妥当であると考えられる。

非常勤監事は、機構の業務を監査する非常勤役員として置かれている。
非常勤監事の報酬月額は、常勤監事の俸給月額を踏まえて決定しており、非常勤監事の職務内

容・責任の度合いと報酬水準を総合的に勘案すると妥当であると考えられる。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

5,800 4 4 7月10日 1.3 ※

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人での在職期間

監事B
（非常勤）

理事B

理事C

監事A

法人の長

理事A
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

役員報酬については、役員報酬規程に則り、期末特別手当において文部科学大臣が行う業績評価の結果
を勘案し、その者の職務実績に応じ▲20％から＋20％の範囲内で理事長が定めることとしており、Ⅰ１②に記
載の仕組みを継続して実施する。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

監事A

監事B
（非常勤）

判断理由

該当者なし

当該役員の業績勘案率については、算定ルールに基づき、当該役員が在職した期間に係る機構の年度実績評価及び当該役員の任期中

の個人的な業績(量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発、量子生命科学に関する研究開発、放射線の革新的医学利用のための研

究開発、放射線影響・被ばく医療研究、量子ビームの応用に関する研究開発、核融合に関する研究開発、研究開発成果の普及活用や国

際協力及び産学官連携の推進等）の評価を用いて、文部科学大臣によって業績勘案率1.3を決定した。退職手当支給額は、当該業績勘案

率を踏まえ、「役員退職手当規程」に基づき決定されており、妥当なものと認められる。

該当者なし

該当者なし理事C

理事B

法人の長

理事A
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

職員の給与水準については、機構の業務を遂行する上で必要となる職員の資質、人員配置、年
齢構成等を十分に考慮した上で、国家公務員における人員構成、役職区分、学歴等の検証結果に
ついて国民の理解を得られるか検討を行うとともに、検証結果に合理的な理由がない場合には必要
な措置を講じる。

 職員の能力及び実績等を評価し、その結果が勤勉手当や昇給・昇格等に反映される制度を定め
ている。

職員の給与は、「定年制職員給与規程」に則り、俸給及び諸手当（職責手当(管理職員手当、法定
主任者手当)、初任給調整手当、医師調整手当、診療放射線技師調整手当、専門看護手当、主幹
研究員手当、主任研究員手当、扶養手当、地域調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、
テレワーク手当、寒冷地手当、特地勤務手当、特殊勤務手当（放射線業務手当、夜間看護等手
当、夜間点検等手当、災害応急作業等手当）、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、
期末手当及び勤勉手当）から構成されている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額、職責手当、主幹研究員手当、主任研究員
手当、診療放射線技師調整手当、初任給調整手当及び扶養手当並びに地域調整手当の月額の
合計額）に、6月に支給する場合においては37.5/100、12月に支給する場合においては
232.50/100を乗じ、更に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を
乗じて得た額としている。

勤勉手当については、期末手当基礎額と同額を勤勉手当基礎額とし、期末・勤勉手当支給細則
等に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、当該改定に準じて、4月1日から①全
俸給表のベースアップ（+3.4％）、②6月の勤勉手当及び12月の期末手当の支給月数の引上げ（そ
れぞれ0.025月引上げ）、③医師調整手当の引上げ（252,400円→253,100円等）、④通勤手当の引
上げ（7,100→7,300円等）、⑤扶養手当の見直し（10,000円→13,000円等）を実施した。
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２ 職員給与の支給状況等

① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

728 48 9,548 6,754 109 2,794
人 歳 千円 千円 千円 千円

307 44.1 8,233 5,923 125 2,310
人 歳 千円 千円 千円 千円

358 50.8 10,779 7,504 102 3,275
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 52.7 15,766 11,779 43 3,987
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 54.9 7,390 5,290 79 2,100
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 46.1 6,990 5,069 80 1,921

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

人 歳 千円 千円 千円 千円

46 51 4,780 3,456 123 1,324
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 47.3 5,718 4,101 174 1,617
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 52.3 6,847 4,881 100 1,966
人 歳 千円 千円 千円 千円

29 52.4 4,035 2,943 106 1,092

人 歳 千円 千円 千円 千円

33 63.8 4,779 3,878 121 901
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 63.5 4,654 3,766 51 888
人 歳 千円 千円 千円 千円

22 64 4,841 3,934 156 907
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

注：医療職種（病院看護師）及び医療職種（技師等）については、人員が2名以下のため、当該個人に関する情報が

特定されるおそれがあることから、「平均年齢」以降の事項について記載していない。

注：非常勤職員については、該当者がいないため記載を省略している。

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員（再任用職員）を除く。

注２：「再雇用職員」とあるのは、行政執行法人にあっては「再任用職員」とする。
注３：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注４：「通勤手当等」は、通勤手当と在宅勤務等手当の合算
注５：年俸制を導入している法人にあっては、年俸制適用職員を分けて記入する。

在外職員

任期付職員

事務・技術

任期付職員Ⅳ（事務・技術）

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：１，３１０人

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（技師等）

事務・技術

研究職種

再雇用職員

医療職種
（技師等）

事務支援職員

研究職種

うち所定内

医療職種
（病院医師）

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：１，３１０人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員
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③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注1：28-31歳の年齢層については該当者が4名以下であるため、当該個人に関する個人情報が特定される

おそれがあることから、平均給与額、第1四分位、第3四分位を表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看
護師））〔在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕
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注1：全年齢層について人員が4名以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

第1四分位、第3四分位を表示していない。

40-43歳、48-51歳、５６—59歳の年齢層については人員が2名以下であるため、当該個人に関する

個人情報が特定されるおそれがあることから、平均給与額、第1四分位、第3四分位を表示していない。

注1：40-43歳、48-51歳の年齢層については該当者が2名以下であるため、当該個人に関する個人情報が特定される

おそれがあることから、平均給与額、第1四分位、第3四分位を表示していない。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

6 58.0 13,858
5 55.9 11,695

44 53.5 11,115
85 49.7 9,022
88 41.3 7,634
79 34.2 5,314

注1：「本部次長」には、本部次長相当職である本部以外の次長等を含む。
注2：「本部課長」には、本部課長相当職である本部以外の課長等を含む。
注3：「本部主幹」には、本部主幹相当職である本部以外の主幹等を含む。
注4：「本部係長」には、本部係長相当職である本部以外の係長等を含む。
注5：「本部係員」には、本部係員相当職である本部以外の係員を含む。

（研究職員）

平均
人 歳 千円

1 - -
27 57.5 13,843
44 56.6 12,656

155 52.4 11,282
73 48.0 9,202
49 43.8 8,155
9 32.6 6,345

注1：「本部研究部長」には、本部研究部長相当職である本部以外の部長等を含む。
注2：「本部研究次長」には、本部研究次長相当職である本部以外の次長等を含む。
注3：「本部研究課長」には、本部研究課長相当職である本部以外の課長等を含む。
注4：「本部主幹研究員」には、本部主幹研究員相当職である本部以外の主幹研究員等を含む。
注5：「本部主任研究員」には、本部主任研究員相当職である本部以外の主任研究員等を含む。
注6：「本部研究員」には、本部研究員相当職である本部以外の研究員を含む。

（医療職員（病院医師））

平均
人 歳 千円

1 - -
4 52.3 17,044
6 55.5 15,385
2 - -

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

1 - -
5 53.9 9,056
5 50.7 6,881

14 56.2 6,655

注1：人員が2人以下の職位については、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
 「平均年齢」以降の事項について記載していない。

注2：人員が4人以下の職位については、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
 「年間給与額」の「最高～最低」について記載していない。

看護師 7,375 ～ 5,960

本部研究部長 16,047 ～ 12,275

副看護師長 7,291 ～ 6,387

千円

総看護師長 -
看護師長 9,478 ～ 8,516

診療科長 -

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

診療部長 15,950 ～ 14,076

千円

院長 -
副院長 -

本部主任研究員 10,089 ～ 6,000
本部研究員 7,196 ～ 5,815

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

本部研究次長 14,202 ～ 7,092
本部研究課長 13,510 ～ 6,951
本部主幹研究員 10,976 ～ 6,055

9,588 ～ 6,404

12,779 ～ 6,434
12,362 ～ 6,000

本部部長
本部次長
本部課長

13,203 ～ 8,082

本部主幹
本部係長
本部係員

千円

副理事 -

平均年齢人員

7,397 ～ 3,813

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看
護師））

分布状況を示すグループ

千円

14,750 ～ 13,175

年間給与額

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

最高～最低

10



⑤

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

15.9 100 58.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 84.1 0 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 86.0 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 45.8 ～ 35.4

％ ％ ％

16 100 58.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 84 0 41.6

％ ％ ％

         最高～最低 86.0 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 45.9 ～ 38.7

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

16 100 58.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 84 0 41.6

％ ％ ％

         最高～最低 86.0 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 46.5 ～ 36.2

％ ％ ％

15.7 100 57.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 84.3 0 42.1

％ ％ ％

         最高～最低 86.0 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 45.9 ～ 38.4

（医療職員（病院医師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

16.3 100 59.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 83.7 0 40.6

％ ％ ％

         最高～最低 83.7 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 41.3 ～ 34.6

％ ％ ％

15 100 56.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 85 0 43.5

％ ％ ％

         最高～最低 86.0 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 45.6 ～ 41.1

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

16.3 100 60

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 83.7 0 40

％ ％ ％

         最高～最低 83.7 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 41.3 ～ 34.4

％ ％ ％

16 100 58.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 84 0 41.8

％ ％ ％

         最高～最低 86.0 ～ 83.7 0.0 ～ 0.0 45.9 ～ 40.5

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

区分

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医
療職員（病院看護師））
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３ 給与水準の妥当性の検証等

（事務・技術職員）

・年齢勘案 108.9

・年齢・地域勘案 116.2

・年齢・学歴勘案 108.8

・年齢・地域・学歴勘案 116.2

当機構は、量子科学技術を一体的、総合的に推進するため、平成28年4月、放
医研の名称を変更し、原子力機構の一部を移管統合することにより発足した国立
研究開発法人である。

両法人の成り立ちは、放医研が国の試験研究機関であったのに対し、原子力機
構は特殊法人日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構が平成17年10月1
日に統合し発足した特殊法人が母体の組織である。原子力機構においては、我が
国唯一の総合的原子力研究開発機関として優秀な人材を確保する観点から、国
家公務員とは異なる本給表を特殊法人時より採用していた経緯がある。当機構の
発足に当たっては、公正な処遇を図る必要があることから、原子力機構の本給表を
基に当機構の俸給表を新規に定めるなど統一的な給与制度を設定し、適正な給
与水準の確保に取り組んでいるところである。

令和7年度の国家公務員の給与水準と当機構の給与水準を比較した場合、主に
以下の要因により当機構の給与水準が国家公務員の給与水準を上回っていると
考えられる。

（１）当機構は、複数の地区に事業所を有しており、異動に伴う住居手当の受給者
の割合が国家公務員と比較して高くなっている。

● 国家公務員（行政職（一））    ： 30.5％
● 量子科学技術研究開発機構 ： 37.3％

（２）当機構の事務・技術職員においては、修士課程修了以上の職員が国家公務
員より多く在籍しており、学歴構成上、専門的知見を有する職員の割合が国家公
務員と比較して高くなっている。

● 国家公務員（行政職（一））    ： 5.7％
● 量子科学技術研究開発機構 ： 29.6％

（３）当機構は、国際協力で進めているITER（国際熱核融合実験炉）計画に参画し
ている。そのITER計画を補完・支援するための先進的核融合研究開発のホスト国
として「幅広いアプローチ（BA）活動」に取り組んでおり、当該活動を着実に遂行す
るため、六ヶ所核融合研究所（青森県六ヶ所村）に職員を配置している。これらの
職員には特地勤務手当を支給しており、その受給職員の割合が国家公務員と比
較して高くなっている。

● 国家公務員（行政職（一））    ：  0.7％
● 量子科学技術研究開発機構 ：  7.3％

※国家公務員の割合については、令和7年国家公務員給与等実態調査（行政職
俸給表（一）適用者）の結果を用いて算出。

（法人の検証結果）
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）」

において、独立行政法人の役職員（非公務員）の給与の妥当性については、「当
該法人と就職希望者が競合する業種に属する民間事業者等との給与水準との比
較」などにより説明するものとされている。

当機構と民間の学術・開発研究機関の年間平均給与額を比較した結果、民間の
学術・開発研究機関の給与水準を100とした場合の当機構の給与水準は92.9とな
ることから、当機構の給与水準は妥当であると考えられる。

〔年間平均給与額の比較〕
● 民間の学術・開発研究機関 ：10,084千円
● 量子科学技術研究開発機構 ：9,368千円

※企業規模1,000人以上でかつ大学・大学院卒の59才以下を比較対象とした。
※民間企業等との年間平均給与額の比較に当たっては、学歴及び年齢を勘案し
た。

内容

給与水準の妥当性の
検証

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与
等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比
べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果た
すべきこととされている。（独立行政法人改革等に 関する基本的な方針（平成25年
12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び職員の職務の特性等を総合的に勘案したう
えで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指 数が全て100を上回って
いることについての理由の説明及び給与水準の妥当性の検証結果から、 国と職
員構成が異なること、住居手当の受給者割合が高いこと等を考慮すると適切な対
応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきた
い。

独立行政法人通則法による「職員の給与等」の主旨を踏まえ、手当の見直しや給
与改定等の取り組みを推進することにより、適正な給与水準の設定に努めていく。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

講ずる措置

項目

対国家公務員
指数の状況
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（研究職員）

・年齢勘案 104.4

・年齢・地域勘案 117.4

・年齢・学歴勘案 104.3

・年齢・地域・学歴勘案 113.2

講ずる措置
独立行政法人通則法による「職員の給与等」の主旨を踏まえ、手当の見直しや給

与改定等の取り組みを推進することにより、適正な給与水準の設定に努めていく。

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与
等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比
べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果た
すべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年
12月24日閣議決定））
当該法人は量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向
上を図ることを目的としており、今後も優れた研究成果をあげていくためには、優秀
な研究者を確保することが不可欠である。また、研究開発の国際競争力の強化等
を定めた科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律においても国際社
会で活躍する卓越した研究者を確保するため、給与上の優遇措置を講ずることが
求められている。これらの結果、当該法人の比較指標が高い傾向にあるが、適切な
対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただき
たい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

当機構は、量子科学技術を一体的、総合的に推進するため、平成28年4月、放
医研の名称を変更し、原子力機構の一部を移管統合することにより発足した国立
研究開発法人である。

両法人の成り立ちは、放医研が国の試験研究機関であったのに対し、原子力機
構は特殊法人日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構が平成17年10月1
日に統合し発足した特殊法人が母体の組織である。原子力機構においては、我が
国唯一の総合的原子力研究開発機関として優秀な人材を確保する観点から、国
家公務員とは異なる本給表を特殊法人時より採用していた経緯がある。当機構の
発足に当たっては、公正な処遇を図る必要があることから、原子力機構の本給表を
基に当機構の俸給表を新規に定めるなど、統一的な給与制度を設定し、適正な給
与水準の確保に取り組んでいるところである。

令和7年度の国家公務員の給与水準と当機構の給与水準を比較した場合、主に
以下の要因により当機構の給与水準が国家公務員の給与水準を上回っていると
考えられる。

（１）当機構の研究職員においては、修士課程修了以上の職員が国家公務員より
多く在籍しており、学歴構成上、専門的知見を有する職員の割合が国家公務員と
比較して高くなっている。

● 国家公務員（研究職） ： 80.2％
● 量子科学技術研究開発機構 ： 98.2％

（２）当機構は、国際協力で進めているITER（国際熱核融合実験炉）計画に参画し
ている。そのITER計画を補完・支援するための先進的核融合研究開発のホスト国
として「幅広いアプローチ（BA）活動」に取り組んでおり、当該活動を着実に遂行す
るため、六ヶ所核融合研究所（青森県六ヶ所村）に職員を配置している。これらの
職員には特地勤務手当を支給しており、その受給職員の割合が国家公務員と比
較して高くなっている。

● 国家公務員（研究職）    ：  0.0％
● 量子科学技術研究開発機構 ： 9.6％

（３）当機構の研究職員においては、扶養手当の受給者の割合が国家公務員と比
較して高くなっている。

● 国家公務員（研究職） ： 48.6％
● 量子科学技術研究開発機構 ： 67.7％

※国家公務員の割合については、令和7年国家公務員給与等実態調査（研究職
俸給表適用者）の結果を用いて算出。

給与水準の妥当性の
検証

（法人の検証結果）
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定）」

において、独立行政法人の役職員（非公務員）の給与の妥当性については、「当
該法人と就職希望者が競合する業種に属する民間事業者等との給与水準との比
較」などにより説明するものとされている。

当機構と民間の学術・開発研究機関の年間平均給与額を比較した結果、民間の
学術・開発研究機関の給与水準を100とした場合の当機構の給与水準は92.9とな
ることから、当機構の給与水準は妥当であると考えられる。

〔年間平均給与額の比較〕
● 民間の学術・開発研究機関 ：10,084千円
● 量子科学技術研究開発機構 ：9,368千円

※企業規模1,000人以上でかつ大学・大学院卒の59才以下を比較対象とした。
※民間企業等との年間平均給与額の比較に当たっては、学歴及び年齢を勘案し
た。
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（医療職員（病院医師））

・年齢勘案 105.8

・年齢・地域勘案 112.6

・年齢・学歴勘案 105.8

・年齢・地域・学歴勘案 112.6

（医療職員（病院看護師））

・年齢勘案 108.6

・年齢・地域勘案 100.5

・年齢・学歴勘案 108.4

・年齢・地域・学歴勘案 98.1

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給

与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と
比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果
たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する 基本的な方針（平成25
年12月24日閣議決定））

当該法人は、国家公務員の給与及び職員の職務の特性等を総合的に勘案した
うえで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数の 一部が100を上
回っていることについての理由の説明及び給与水準の妥当性の検証結果から、適
切な対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていた
だきたい。

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

当機構の病院は、国内唯一の放射線診療単科病院として重粒子線によるがん
治療を行う一方で、更なる適用部位の拡大等のため臨床研究も実施しているた
め、経験豊富で優秀な人材確保が必要である。

施設としての特殊性から、博士号を取得している医師が多数在籍しており相応の
給与を支給しているところである。また、国家公務員の俸給の特別調整額と同趣旨
の手当（職責手当）の受給割合が80.0%（国家公務員40.9%）となっていることから、
国家公務員と比較して給与水準が高くなっていると考えられる。

給与水準の妥当性の
検証

（法人の検証結果）
俸給及び諸手当等、国家公務員の給与体系に準じて規程を整備し、適切に運用

している。

講ずる措置
独立行政法人通則法による「職員の給与等」の主旨を踏まえ、手当の見直しや給

与改定等の取り組みを推進することにより、適正な給与水準の設定に努めていく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

（主務大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給

与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と
比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果
たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的な方針（平成25
年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び職員の職務の特性等を総合的に勘案したう
えで、職員の給与水準を設定しており、対国家公務員指数が全て100を上回って
いることについての理由の説明及び給与水準の妥当性の検証結果から、職責手
当の受給者割合が高いこと等を考慮すると適切な対応が執られていると考える。引
き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

当機構の病院は、国内唯一の放射線診療単科病院として重粒子線によるがん治
療を行っており、経験豊富で優秀な人材確保が必要である。

そのため、准看護師（医療職（三）1級））の割合が0.0%（国家公務員は2.0%）、俸
給の特別調整額と同趣旨手当（職責手当）の受給割合は20.8%（国家公務員は
1.4%）となっている。

また、当機構は病院看護師全員が千葉地区に勤務しているため、国家公務員の
地域手当に相当する地域調整手当を9％の支給率で支給しているが、これに対し
て、国家公務員は支給率が9％未満となる地域に勤務する者の割合が全体の
75.9%を占めている。
以上のことにより、国家公務員と比較して給与水準が高くなっていると考えられる。

※国家公務員の割合については、令和7年国家公務員給与等実態調査（医療職
俸給表（三）適用者）の結果を用いて算出。

給与水準の妥当性の
検証

（法人の検証結果）
俸給及び諸手当等、国家公務員の給与体系に準じて規程を整備し、適切に運用

している。

講ずる措置
独立行政法人通則法による「職員の給与等」の主旨を踏まえ、手当の見直しや給

与改定等の取り組みを推進することにより、適正な給与水準の設定に努めていく。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

区 分

○ ２２歳（大卒初任給）
 月額 ２８０,４５７円   年間給与 ４,１５０,８８２円

○ 35歳（本部係長）
    月額 ４３３,１６６円 年間給与 ７,４０２,７１７円

○ 50歳（本部課長）
    月額 ６３２,５２７円 年間給与 １１,２９１,４１４円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当を支給。

機構においては、組織業績の向上、人材育成及び適切な処遇を重点とした人事評価制度に基づき、昇給・昇
格及び勤勉手当に反映させている。

昇給・昇格への評価結果の反映については、勤務成績等を勘案して昇給（事務・技術職員及び研究職員の場
合、0号俸から6号俸の幅、医療職員の場合、0号俸から8号俸の幅で決定)及び昇格に反映している。

勤勉手当への評価結果の反映については、勤務成績等を勘案して支給割合を123.0/100～269.5/100の範囲
内で反映している。

254,980

福利厚生費
1,872,814 1,901,293 1,959,403

11,212,973

注１：本表には、法定外福利費、人材派遣料金等が含まれているため、財務諸表附属明細書と
は一致しない。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

16,778,88516,883,71415,647,354

退職手当支給額

3,042,540 3,232,508 3,606,212

234,117 875,938

給与、報酬等支給総額
10,497,883 10,725,860

①令和7年度は、国家公務員に準じた給与改定を実施したことに伴い、給与、報酬等支給総額が4.9億円増、福
利厚生費が0.6億円増となった他、ITER事業の進捗等により、非常勤役職員等給与においては3.7億円の増と
なった。以上が主な要因となり最広義人件費は3億円の増となった。

②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣議決定）に基づき、役職員の退職手当
について以下の措置を講じている。

・役員に関する講じた措置の概要 ： 支給割合100分の10.4625を適用
・職員に関する講じた措置の概要 ： 調整率100分の83.7を適用
なお、措置の開始時期は、役員は国家公務員と同時期の平成30年1月1日から適用しており、職員は、従前の

調整率割合（100分の87）の引下げに伴い、労働条件に変更が生じることから、労働組合との交渉を経た結果、
国家公務員に係る措置時期と異なり平成30年3月23日から適用している。

注２：令和6年度の福利厚生費において誤計上があったため、修正した。
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Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ その他

職員の定年年齢は65歳である。医療職俸給表（一）の適用を受ける職員（病院医師）以外については、令和5
年4月1日に定年年齢を60歳から65歳に引き上げた。ただし、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間に
おける定年年齢は、以下のように段階的に引き上げることとしている。
なお、医療職俸給表（一）の適用を受ける職員においては令和4年度以前より定年年齢は65歳としている。

・令和5年4月1日から令和7年3月31日まで：61歳
・令和7年4月1日から令和9年3月31日まで：62歳
・令和9年4月1日から令和11年3月31日まで：63歳
・令和11年4月1日から令和13年3月31日まで：64歳

定年年齢の引上げに伴い、管理監督職勤務上限年齢は60歳と定めている他、60歳に達した日以後における
最初の4月1日に非管理監督職に職制を変更する制度としており、この際の基本給については７割水準となる。

特になし
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